
重点課題 7 パートナーシップを通じて持続可能な社会を実現する

重点課題の考え方

　株式会社セブン&アイ・ホールディングスおよびその連結子会社（以下、「当社グループ」）は、お客様に提供する商品・サービスを、パートナーで
ある加盟店オーナー様やお取引先様などと協力して社会・環境に配慮したものにし、持続可能な社会づくりに貢献していくことが、グループとしての重
要な役割であると考えています。

　商品の原材料の調達からお客様のもとに届くまでのすべてのプロセスにおいて、法令を遵守するだけでなく社会・環境に価値のある商品・サービスを
提供することは、サプライチェーンの強靭さを向上し、事業継続性を担保するうえで重要です。また、SDGsをはじめとする社会課題を解決し新たな体

験価値を創出するためにもパートナーシップは重要です 。そのため、オーナー様やお取引先様を含むバリューチェーン全体で取り組みを進めていきます
。

重点課題の背景

サプライチェーンの社会・環境影響への関心の高まり

　現代奴隷とは、強制労働や人身売買、性的搾取、強制結婚などをさせられている人たちのことで、世界に約5,000万人いると言われています。また、

2,800万人が強制労働に従事させられ、そのうち女性・少女は1,200万人に上りました 。

　世界中でこのようなさまざまな社会課題が存在する中、フェアトレードで生産されたものを購入したいという消費者が増えています。エシカルな消費

に対する意識の高まりに合わせて、サプライチェーン全体での持続可能なビジネスモデルを構築することが重要になっています。

※

出典：「現代奴隷制の世界統計」国際労働機関（ILO）の報告書※
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パートナーシップの必要性の高まり

　近年、社会課題の影響が大きくなるにつれ、1つの組織で解決することが困難になってきています。その解決のため、SDGsでもパートナーシップの重
要性が叫ばれています。それに加え、差し迫った課題に早期に対応し、より大きな価値を提供するためには、自社だけではなく多様なパートナーの知見
や技術との組み合わせが必要になっています。

SDGsへの貢献

　この重点課題に取り組むことで、当社グループはサプライチェーンの強靭さを向上し、持続可能な開発目標（SDGs）の目標1と8、10、12、16、17
の達成に貢献します。

セブン＆アイ・ホールディングスの取り組み

お取引先様とともに築く持続的発展

可能なサプライチェーンの構築 

社会インフラとしてのサービスの拡

充 
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お取引先様とともに築く持続的発展可能なサプライチェーンの構築

　株式会社セブン＆アイ・ホールディングスおよびその連結子会社（以下、「当社グループ」）は創業以来、「社是」として掲げた「お客様・お取引先・株主・
地域社会・社員」など、企業活動を支えていただいているさまざまなステークホルダーの皆様から信頼される誠実な企業であることを常に心がけています。
　今日、世界では人権に関するさまざまな問題が発生しています。企業に対しては自社が取扱う商品・サービスにおけるサプライチェーン全体の人権の尊重と
保護、法令遵守、環境保全、労働条件への配慮など、社会的責任を果たすことが強く求められています。当社グループでは、人権の尊重と保護を何よりも優先
し、お取引先様に「セブン＆アイ・ホールディングスお取引先サステナブル行動指針」（以下、本指針）のご理解と実行をお願いしています。
　お取引先様とともに本指針を運用し、持続的発展可能なサプライチェーンを構築することで、お客様に安全・安心な商品を提供することができると考えてい
ます。

     

お取引先サステナブル行動指針の運用強化

　セブン＆アイ・ホールディングスは、お客様に安全・安心な商品を提供し、お取引先様と協働で人権・労働・環境面などの社会的責任を果たしていくため、
本指針の運用を強化しています。お取引先様に対しても、人権デュー・ディリジェンスの実行・推進をお願いしています。

お取引先サステナブル行動指針の徹底

　セブン＆アイ・ホールディングスは、2007年に策定した「セブン＆アイ・ホールディングスお取引先行動指針」を、2017年4月に「セブン＆アイ・ホール
ディングスお取引先行動指針」として改定し、お取引先様に本指針への理解と遵守をお願いしてきました。その後、2019年12月に「セブン＆アイ・ホールデ
ィングスお取引先サステナブル行動指針」として改定し、2025年3月には、さまざまな環境変化を鑑み、さらに改定を実施しました。本指針の趣旨は、グルー
プで取り扱っている商品・サービスの安全性と品質の確保だけでなく、サプライチェーン全体の人権の保護と尊重、法令遵守、地球環境保全、労働環境への配
慮などを推進し、お取引先様の皆様とともに社会的責任を果たすことです。本指針については、グループ各社のお取引先様とのさまざまな会議を通じて周知を
図っています。

セブン&アイ・ホールディングスお取引先サステナブル行動指針（抜粋）

※2025年9月現在、21言語にて掲載しています。

法令遵守・国際規範の尊重1.

人権の尊重2.

児童労働の禁止、若年労働者の保護3.

強制労働の禁止4.

雇用・労働者保護5.

生活賃金の支払い6.

虐待・ハラスメント・差別・非人道的な扱いの禁止7.

労働安全衛生8.

地球環境保全9.

機密漏洩防止・情報管理10.

個人情報管理11.

品質管理とエシカル対応12.

地域社会・国際社会との関係13.

腐敗防止と公正な取引14.

知的財産の保護15.

輸出入管理16.

内部通報制度の整備17.

災害対策18.

サプライチェーンへの展開19.

モニタリング20.

セブン＆アイ・ホールディングスお取引先サステナブル行動指針はこちら
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人権デュー・ディリジェンス体制の構築

　当社グループでは、社是に掲げるさまざまなステークホルダーに信頼される誠実な企業であることを経営の理念としています。なかでも「人権の尊重」は持
続可能な事業活動を行い、信頼される誠実な企業であり続けるために最も重要なことであると認識しています。
　当社グループは、お客様、お取引先、株主、地域社会、従業員などあらゆるステークホルダーの皆様、すべての人の人権を理解し、人権尊重の責任を果たす
ため、2021年10月に「セブン＆アイ・ホールディングス人権方針 」を定めました。 サプライチェーンにおける人権の尊重・保護については「お取引先サ
ステナブル行動指針 」において、人権の尊重についてグループの考え方を示し、その遵守を要請しています。
　本指針は、国際的な労働基準である「国連ビジネスと人権の指導原則」「ILO基本労働条約」「OECD多国籍企業行動指針」などに準拠した、人権の尊重を重点と
する行動指針として策定しました。「人権リスクの特定・評価」「人権リスク緩和のための行為の実施」「是正のモニタリング」「情報開示」といった人権デュ
ー・ディリジェンスプロセスの実施や、苦情処理メカニズムの整備、ステークホルダーとの対話を進め、人権デュー・ディリジェンス体制の強化を図っています。

人権デュー・ディリジェンスのプロセス

お取引先サステナブル行動指針の人権デュー・ディリジェンス体制

　当社グループでは、事業活動がサプライチェーンに与えうる人権への負の影響を評価し、その結果に基づいて、特定した人権への負の影響の防止と緩和、お
取引先様への予防と対処への協力要請、人権侵害が発生した場合の救済・是正処置を行い、その進捗ならびに結果について追跡評価を実施し、Webサイト上に
開示する継続的なプロセスを行っています。

人権への負の影響を評価・特定・分析 ：
プライベートブランド商品の生産工場の把握・お取引先様によるセルフチェックの実施・第三者の監査機関によるCSR監査の実施

行　　動：
人権リスクの低減に向けた教育、啓発活動、プライベートブランド商品製造委託先のお取引先様とのCSRに関する覚書、中国・東南アジアでのプラ
イベートブランド商品製造工場のCSR監査認証取得を前提としたお取引

追跡評価：
課題の改善および是正処置支援

情報開示：
取締役会への結果報告・Webサイトへの公開

救済措置：
グリーバンスメカニズムとしてのお取引先専用ヘルプライン（内部通報制度）の設置・運用

お取引先サステナブル行動指針の人権デュー・ディリジェンス体制

　当社グループは、サプライヤーリスクを人権・労働環境・地球環境保全などの視点から、地域別に5段階（R1~R5）に区分けし、最もリスクの高い地域を
「R1」とし、「中国・東南アジアおよび新興地域」をR1と位置づけて重点的に対応しています。
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グリーバンスメカニズムとしてのお取引先専用ヘルプラインの運用

　セブン＆アイ・ホールディングスは、当社及びグループ各社が社会から信頼される誠実な企業であり続けるために問題の芽を早期に発見し、未然に防ぐため
のご相談・通報窓口として「セブン＆アイ・ホールディングスお取引先専用ヘルプライン」を、第三者機関に設置しています。セブン＆アイ・ホールディング
ス及びグループ各社の役職員に関する法令、社会的規範、契約、「セブン＆アイ・ホールディングス企業行動指針」を含む社内規程に違反する行為、並びに当
社及びグループ各社のサプライチェーン上を含むお取引先様に関する「セブン＆アイ・ホールディングスお取引先サステナブル行動指針」における重大な違反
行為、若しくは「セブン＆アイ・ホールディングス人権方針」に定める人権侵害行為等のご相談・通報などをお取引先様よりお受けし、一層の公正取引の確保
に努めています。

※お取引先様内部、セブン-イレブン加盟店に関する内容、セブン＆アイ・ホールディングスおよび連結子会社の従業員からの通報は、原則対象外とさせてい
ただいております。
ご利用対象外の方への対応は致しかねる場合がございますので、ご了承ください。

＜連絡先＞
【国内からのご相談・通報（国内通報）】
(1) 受付窓口： （株）インテグレックス
(2) Web受付： 
      eメール：7andi-helpline@integrex.jp
      郵送先：〒150-0012 東京都渋谷区広尾五丁目8番14号7F　（株）インテグレックス
      ご相談・通報の方法:

【海外からのご相談・通報（海外通報）】
(1) 受付窓口： （株）通報サポートセンター専用ホームページ（グローバルステークホルダーズホットライン）
(2) Web受付：  （企業コード：7andihelpline）

　　　対応言語：    英語・タイ語・ポルトガル語・日本語
　※中国・アメリカ・ロシア・北朝鮮からの通報は、受付していません。
　※メールアドレスや氏名などの個人情報の入力欄のない方式を採用しています。
　　当社と情報提供者との相互連絡はできませんので、ご了承ください。

お取引先サステナブル行動指針の運用

　当社グループでは、グループのプライベートブランド「セブンプレミアム」およびグループ各社のプライベートブランド商品の製造委託先工場のうち、人権
保護、法令遵守についてリスクの高い地域（主に中国・東南アジア）の工場については、CSR監査にご協力いただいています。また、本指針の推進状況をお取
引先様と共有し、問題点の是正処置を支援しています。
　グループ各社と新しくお取引をお願いする場合は、本指針の理解と遵守をお願いし、CSR監査の「適合認証」にてお取引開始とさせていただいています。
CSR監査の結果と是正対応状況から適合と認められたお取引先様には「適合認証書」を発行します。お取引継続のためには「適合認証書」の取得を前提として
います。

中国・東南アジアのプライベートブランド商品製造工場CSR監査認証の流れ

CSRに関する覚書へのご同意

　当社グループは、お取引先様とともに、SDGsの目標8に掲げられている「働きがいのある人間らしい雇用」「強制労働の根絶」「児童労働の禁止および撲
滅」の実現を目指しています。また、「サプライチェーンにおける労働の適正化」など、お取引先様の適正な労働環境の維持・向上にも積極的に取り組んでい
ます。プライベートブランド商品の製造委託をさせていただく際に、お取引の条件としてCSRに関する覚書のご同意をお願いしています。
　企業の社会的責任（CSR）および人権を尊重する責任を果たし、持続可能な社会の実現に貢献するために、お取引先サステナブル行動指針を遵守すること、
サプライチェーン全体におけるCSR・人権配慮が社会から求められていることを鑑み、お取引先様とともに取り組みを継続的に推進・確認することを目的とし
ています。

セブン&アイ・ホールディングスお取引先専用ヘルプラインの詳細はこちら

http://ws.formzu.net/fgen/S53103280

https://www.7andi.com/library/dbps_data/_template_/_res/csr/suppliers/pdf/helpline.pdf

https://7andi-helpline.kaigaitorihiki.com
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CSRに関する覚書

※日本弁護士連合会資料を参考に作成しています

セルフチェックの実施

　当社グループでは、お取引先様のお取引先サステナブル行動指針の推進状況を確認し、必要に応じて是正対応を支援させていただくために、お取引先様向け
セルフチェックシートを運用しています。このチェックシートは、「ISO26000」「経団連企業行動憲章」「OECD多国籍企業行動指針」「ILO国際労働基
準」などを参考に作成したものです。2018年11月以降、当社グループ各社の新規のプライベートブランド商品製造委託先を対象に、人権と労働環境や地球環
境保全、情報管理など、CSR監査と同様の内容（124項目）を確認しています。2024年度は、セルフチェックを1,035工場より回収し、管理状況の確認を実施
しました。

セルフチェック回答状況

年度 対象工場 回答工場
(国内/海外 工場数)

回答率

2024 1,218 1,035
（838/197 工場）

85.0%

2023 1,210 1,151
（825/326 工場）

95.1%

2022 1,386 1,287
（869/418 工場）

92.9%

2021 1,593 1,303
（894/409 工場）

81.7%

2020 1,546 　　　　　　　1,267
（854 /413 工場）

81.9％

セブン＆アイ・ホールディングスCSR監査

　当社グループは、お客様に提供する商品の安全・安心の確保と、お取引先様とともに目指す持続的発展可能な社会の実現を目指し、独自に作成した監査項目
（16大分類項目と117のチェック項目）に沿って、第三者機関がお取引先様の製造工場を監査しています。監査項目は、世界標準であるILO（国際労働機関）
条約などの国際条約とISO26000に準拠し、「セブン＆アイ・ホールディングスお取引先サステナブル行動指針」「人権の保護」「法令遵守」「労働安全衛
生」「環境保全」などで構成されています。

監査項目16大分類項目と117チェック項目（抜粋）

第1条（目的）

第2条（セブン＆アイ・ホールディングスお取引先行動指針の遵守）

第3条（お取引先行動指針内部統制の実施）

第4条（お取引先行動指針等に関する説明）

第5条（お取引先行動指針の遵守状況等に関する報告義務）

第6条（通報義務）

第7条（甲の調査権・監査権）

第8条（違反の場合の是正要求）

第9条（是正要求に応じない場合の解除権）

第10条（損害賠償の免責）

第11条（お取引先行動指針の改定）

第12条（有効期間）

第13条（準拠法・裁判管轄）

第14条（協議事項）

1. マネジメントシステムおよび規範実施

組織は、セブン＆アイ・ホールディングスお取引先サステナブル行動指針のすべての項目に準拠したシステムを実行し、維持しなければならない。

組織は、実現可能な場合、同指針を自社のサプライチェーンに拡大すべきである。

組織は、関連する法令および国際条約などを把握し、遵守しなければならない。
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※生活賃金には、食料品、住居費、衣料品、及びその他の追加費用として健康、パーソナルケア、育児、教育に関する費用を含みます
※生活賃金計算のベースは、グローバル生活賃金連合のアンカー計算法を参考に算出

2. 強制労働

強制、拘束、あるいは、強要された囚人労働がないこと。

雇用者に供託金あるいはパスポートなどの身分証明書の提出が強要されておらず、移動の自由が確保されていること。

退職時は妥当な通知を行った後、自由意思に基づいて退職できること。

強制労働に関する国・地域の法律が認識されていること。

3. 結社の自由

作業者は、差別されることなく、彼ら自身が選択する労働組合に参加する、あるいは、結成する権利を有し、団体交渉権を有す。

結社の自由に関する地域の法律や作業者の権利が認識されていること。

4. 健康および安全

設備機械には安全保護策が施され、予防的なメンテナンス訪問が実施されていること。

化学薬品の取扱い・保管が適切であること。

すべての必要な防具（PE)は、購入され、定期的に交換されていること。

5. 児童労働および若年労働者

児童労働をさせてはならない。

児童および18歳未満の若年者は、夜間および危険な環境での就業はしてはならない。これらの業務には、化学物質を使用する、または、その近くでの作
業、危険な機械のある場所や過度に騒音のある場所での業務を含み、重労働、夜間労働、長時間労働も含む。

6. 生活賃金

賃金は、国・地域の法令で定める標準以上であり、生活水準を維持するための生活賃金以上であること。ただし、生活賃金には福利厚生(昼食代負担の補
助や寮費の補助、等)も含む。

残業手当は、法的に義務付けられた比率で支払われること。

すべての法的義務のある手当や福利厚生は従業者に提供されること。

賃金伝票、採用担当者に関する情報、契約書など、労働者の労働条件を詳述する書類を労働者に開示すること。

7. 労働時間

作業者は習慣的に、48時間/週を超える労働が要求されてはならず、少なくとも、平均で7日ごとに1日の休日が与えられなければならない。残業は任意で
なければならず、12時間／週を超えてはならない。また、習慣的に要求されてはならず、常に追加料金が支払われなければならない。

8. 差別

採用、報酬、訓練授与、昇給、解雇、および、退職における、人種、階級、国籍、宗教、年齢、障がい、性別、配偶者の有無、性的指向、組合員、所属
政党で差別されないこと。

9. 正規雇用

可能な限り、国家法規制に基づいた、広く認められた雇用関係をベースに業務は実行されなければならない。

労働者が職を得るための斡旋料は労働者ではなく、地域の労働法で認められる場合を除いて、雇用主が負担していること（事業主負担の原則）。

10. 下請け契約、家内工業、外部加工

顧客との事前合意がない限り、下請契約は実施してはならない。

11. 懲罰

身体的虐待、あるいは懲罰、身体的虐待の脅威、性的あるいはその他ハラスメントおよび、言葉による虐待、あるいは脅迫は禁止されなければならな
い。

懲罰方法は公正で効果的であり、恣意的なものであってはならない。

雇用者は、必要な懲罰行為に関連して、作業者の精神的・感情的・身体的健康への尊重を示すこと。

12. 環境

組織は、その環境パフォーマンスにおいて継続的改善を追求していかなければならず、最低限、地域の要求事項や国際法規制に準拠すること。

国際条約または法規制で禁止されている化学物質を使用していないこと。

13. 公正な取引

公正な取引に関連する法令を把握し、遵守していること。

14. 商品の安全確保のために

グループ各社に納入する商品において、該当事業会社から要請された品質基準および日本で定められている関連法基準を遵守していること。
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CSR監査の評価と認証

　CSR監査の監査項目である16大分類は、3つの評価分類に分けています。最も重要視している分類は、「強制労働」「児童労働および若年労働者」「生活賃
金（最低賃金）」「懲罰」の4分類で、これらに関する不適合を発見した場合は【重大不適合　Critical 1】とし、該当工場と契約するグループの事業会社へお
取引中止勧告を行います。当社グループの事業およびサプライチェーンにおいては、いかなる形態の人権侵害も容認しません。
　次に重要視する監査項目は、「健康および安全」「労働時間」「下請け契約」「環境」「商品の安全」に関する法令に関する分類で、不適合を発見した場合
は【重大不適合　Critical 2】とし、該当工場と契約するグループの事業会社へお取引継続可否の検討を通達します。もし、お取引を継続する際は、再監査（フ
ォローアップ監査）を実施して、是正を確認した上で継続しています。

監査項目と評価

評価基準

　CSR監査の結果は、A・B・C・D・Eの5段階で評価しています。　
「A」：CSR監査において法令や各地域の条令などの不適合が確認されず、セブン＆アイ・ホールディングスお取引先サステナブル行動指針の不適合も確認さ
れなかった工場への評価
「B」：法令不適合は確認されてはいないが、お取引先サステナブル行動指針への不適合が確認された工場の評価
「C」：【重大不適合　Critical 2】は確認されていないが法令不適合が確認された工場の評価
「D」：【重大不適合　Critical 2】が確認された、または法令不適合が10件以上確認された工場の評価
「E」：最も重大な状況で、「強制労働」「児童労働」「生活賃金（最低賃金）」「懲罰」に該当する【重大不適合  Critical 1】が1件でも確認された場合また
は【重大不適合  Critical 2】が10件以上、法令不適合が20件以上確認された場合の評価
※すべての不適合箇所の是正確認が監査日より90日以内に実行され、是正を確認した場合は評価に準じた認証を行っています

認証運用ルール（中国・東南アジア）

15. セキュリティ管理

悪意のあるアクセスから情報を保護するため、セキュリティの仕組みが導入されていること。

16. 地域社会の便益

反社会的勢力との関係を断絶していること。
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監査評価基準

CSR監査当日の流れ

　当社グループは、CSR監査を実施する工場に対して、事前に通告した上で訪問し、現場・書類・データの確認と管理者や労働者へのインタビューによって、
CSR監査項目の遵守状況を確認しています。労働者へのインタビューは、使用者からの指示や報復などを防ぐため、別室にて監査員のみの立ち合いで行いま
す。実地監査は、原則午前9時から午後6時の1日で実施します。監査時に工場から提出いただいた資料・画像については機密保持契約に基づき適切に管理補完
し、外部へ流出することはございません。

監査後の是正確認

　監査の結果、監査項目に適合しない事項（不適合事項）が発見された場合は、第三者の監査機関より当該お取引先様に対し、不適合事項の指摘を行います。
お取引先様には、この指摘に基づいた「是正処置計画書（CAP）」を監査終了後10営業日以内に監査機関へ提出していただくとともに、直ちに指摘事項の改善
に取り組んでいただいています。お取引先様から指摘事項の改善完了の報告を受けた後、改善を示した写真・担保資料（エビデンス）の提出などを受けて、改
善完了の確認を行います。ただし、重大な不適合項目が多数発生する場合など、一定の基準を超えた場合は、再度工場を訪問し、再監査を実施することで問題
の改善を確認しています。

　●是正措置計画書（CAP：Corrective Action Plan）提出の流れ
(1) 不適合項目発生原因の報告・是正計画：10日以内に監査人へ提出
(2) 是正措置の実施：90日以内に是正措置が行われたエビデンスを監査人へ提出※

(3) 適正なCAP：監査人受理 → セブン＆アイ・ホールディングスが確認・承認 → 認証書発行
　  不適正なCAP：差し戻し
※監査終了後90日以内に是正措置が行われたエビデンスの提出がない場合は、再監査（フォローアップ監査）を実施

重大不適合への対応

　セブン＆アイ・ホールディングスは、当社グループの事業およびサプライチェーンにおけるいかなる形態の人権侵害も容認しません。重大不適合への対応に
ついてはお取引先サステナブル行動指針で定めており、すべてのお取引先様へ周知し、お取引先様説明会においても説明しています。
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CSR監査適合認証制度

　セブン＆アイ・ホールディングスでは、CSR監査の結果、適合と認められた場合はお取引先様に「適合認証書」を発行しています。不適合が発見された場合
は、不適合の是正が完了または是正処置計画（CAP）に記載された計画内容が有効であると第三者監査機関およびセブン&アイ・ホールディングスが判断した
時点で、お取引先様に「適合認証書」を発行しています。

お取引先CSR監査の実績

海外工場のCSR監査

　セブン＆アイ・ホールディングスは、2012年度よりセルフチェックシートの提出をお願いしたお取引先様のうち、リスク管理の観点から特に重要であると
判断した工場を「クリティカルサプライヤー」と定義し、「お取引先サステナブル行動指針」への遵守状況を確認するCSR監査を毎年実施しています。公正性
を確保するため、外部審査機関であるテュフ ラインランド ジャパンに審査を委託しています。毎年、監査員との定例会議を開催し、監査項目の標準化を図っ
ています。

クリティカルサプライヤーの定義

　セブン＆アイ・ホールディングスは、グループのプライベートブランド「セブンプレミアム」を製造している工場、およびグループ会社のプライベートブラ
ンド商品を製造している中国および東南アジア（13カ国）の工場のうち、取引規模が大きい、重要性が高い、代替が難しいなどと判断される1,218工場をクリ
ティカルサプライヤーとして定義しています。2025年2月末現在、クリティカルサプライヤーとして定義した工場では約26万名が働いており、男女比率は男
性約48％、女性約52%でした。

CSR監査件数（海外工場）

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025計画

監査工場数 17 28 328 226 245 215 274 304 413 357 322 254 200 200

実施率※1(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 89.8※2 79.9※2 74.2※2 77.7 83.3 ―

※1  監査計画工場数に対する監査実施工場数の割合（生産終了、取引停止により審査の必要がなくなった工場を除く）。
※2  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部工場の監査が未実施。

再監査工場数（海外工場）

年度 2020 2021 2022 2023 2024

 
製品カテゴリー

衣料品 24 17 17 3 1

 日用品 9 12 3 4 3

 食料品 7 8 8 5 2

合計 40 37 28 12 6

※ 2020年度から新規取引開始の条件として、CSR監査による認証制度を導入

【2020年度～2024年度】国別・監査項目別の不適合工場数（海外工場）
【2020年度～2024年度】製品カテゴリー別監査工場数（海外工場）
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不適合への対応（CSR監査重大不適合の件数と救済・是正・防止措置）

　2024年度の海外CSR監査は200の工場で実施し、6工場においてC2不適合にあたる重大な不適合が確認され、是正対応を実施しています。労働安全衛生関連
（化学薬品の管理・設備のメンテンナンス・保護具の不使用等）、および生活賃金関連（賃金未払い・雇用契約の不備等）の不適合が確認されました。指摘のあ
った項目については、管理方法の見直し、保護具の使用、不足していた賃金の未払い分への支払い等、直ちに是正対応を実施しました。一例として、不適切な化
学薬品の管理については、管理された別エリアへの化学薬品の移動、当該エリアでの適切な管理を行うなど、是正措置の実施を確認しています。その他、CSR監
査を通じて確認された全ての重大不適合、軽微不適合について是正処置を確認しました。また、CSR監査の結果、強制労働および15歳未満の児童労働、懲罰に該
当する不適合は確認されていません。
　不適合の発生を未然に防止するため、2024年度は、発生しやすい不適合事例（人権侵害など）を解説するオンデマンド形式で、お取引先様へのコンプライ
アンス研修をオンラインで実施しました。 合計4,700名が視聴しました。今後も人権尊重と労働環境改善に向けた継続的な取り組みを推進していきます。

国内工場のCSR監査

　セブン＆アイ・ホールディングスでは、国内における従業員の働き方改革や外国人労働者の雇用、地球環境保全などの課題に適切に対応するために、2018年よ
り国内のプライベートブランド「セブンプレミアム」の製造委託先工場へのCSR監査を実施しています。監査件数は、2022年度は535工場、2023年は527工場、
2024年度は626工場（全体の約50%）で本格的な監査を実施しています。2024年度の監査では、約93%の工場について何らかの不適合を確認し、是正対応が実
施されていることを確認しました。なお、なお、2024年度においては、児童労働、強制労働、懲罰、外国人労働者に関する差別や強制労働に関する重大な不適合
は確認されておりません。
　セブン‐イレブン・ジャパンでは、国内の一部のお取引先様に対して、セブン＆アイグループCSR監査と同じ基準で、第三者機関に委託してCSR監査を実施
しています。2016年度から取り組みを開始し、2024年度は58工場で監査を実施しました。今後もグループ全体でお取引先様とともにCSRを推進してまいりま
す。

お取引先様へのお取引先サステナブル行動指針の周知

お取引先サステナブル行動指針の配布・配信

　セブン＆アイ・ホールディングスは、2018年6月～10月にお取引関係が確認されたお取引先様（18,484社）に対し、グループ各社の商品開発担当者を通じ
て、お取引先行動指針の配布・配信を実施しました。2019年12月には、人権尊重に重きを置き、変化する社会情勢に対応するためにお取引先サステナブル行
動指針に改訂し、2020年6月までに12,385社に対して指針を配布・配信しました。
　また、2025年3月には最新の人権課題やグローバルなリスクに対応する様、お取引サステナブル行動指針の改定を再度実施しました。指針の改定内容につい
ては、お取引先様向けのCSR監査説明会において周知しています。
　また、2020年度より、中国・東南アジアにおいてプライベートブランド商品を製造委託する新規のお取引先様には、本指針の遵守を求める誓約書の提出お
よびCSRに関する覚書の締結、CSR監査による認証をお取引開始の条件としています。海外を含むすべてのお取引先様に、この指針の伝達と理解度の確認を行
い、指針が遵守されるよう努めています。

【2020年度～2024年度】監査項目別の不適合工場数（国内工場）
【2020年度～2024年度】製品カテゴリー別監査工場数（国内工場）
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お取引先サステナブル行動指針および品質方針説明会の開催

　セブン＆アイ・ホールディングスは、プライベートブランド商品の製造を委託しているお取引先様に対し、お取引先サステナブル行動指針の説明会を開催し
ています。
　2020年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延に伴いお取引先サステナブル行動指針とCSR監査に関する現地説明会を中止しましたが、2020年6月
からは海外に生産拠点のあるお取引先様に向けて、オンデマンド配信でお取引先サステナブル行動指針を説明し、その実践を促しました。また、2020年から
は、中国語およびアジア各国5言語の資料も閲覧できるようにするとともに、中国語ナレーションを付けたCSR監査の説明動画の配信を中国国内のお取引先様
向けに実施しています。
　2024年度は、お取引先サステナブル行動指針とCSR監査に関する説明会をライブ配信とオンデマンド配信で実施し、396社、642名がライブ視聴しました。
また録画も953名が視聴し、4,700名が説明会資料を閲覧しています。

※1　CSR監査対象工場（海外）のうち、説明会参加工場の割合
※2　オンライン説明会はアクセスログからの抽出のため参考値

 

お取引先サステナブル行動指針とCSR監査に関する説明会資料

お取引先様へのコンプライアンス研修の開催

　セブン＆アイ・ホールディングスは、プライベートブランド商品製造委託先お取引先様に対し、人権や労働環境、地球環境保全などに関する啓発と、関連基
本法令に関する理解促進と法令遵守の徹底を目的にコンプライアンス研修を開催しています。この研修は、お取引先サステナブル行動指針やCSR監査の目的、
ILO国際労働条約、ISO26000、各国の労働安全法令、設備管理、化学薬品管理などを踏まえて実施しております。また、ESG基準の理解を深めるため、他社
事例に基づくケーススタディや、CSR監査結果を踏まえた是正対応についての相談会も実施しています。
　2020年度からは新型コロナ感染症（COVID-19）の影響によりオンデマンド配信によるオンライン動画研修として開催しています。2024年度は、いつでも
視聴が可能なように複数のコンテンツを用意し、累計視聴者数は4,700名となりました。なお、研修の運営・準備についてはCSR監査の委託先であるテュフ ラ
インランド ジャパン株式会社へ依頼しています。

コンプライアンス研修　年度別の実施状況

※1 2020年度、2021年度はオンラインライブ形式＋録画配信
※2 2022年度、2023年度、2024年度はオンデマンド配信

2020年度※1 2021年度※1 2022年度※2 2023年度※2 2024年度※2

実施回数 5回 19回 8 コンテンツ 8 コンテンツ －

参加対象企業数 604社 517社 480社 416社 396社

延べ参加人数
(視聴者含む）

870名 3,566名 14,698名 5,882名 4,700名

【社内】コンプライアンス研修の開催

　当社グループでは、グループ各社の商品開発および商品仕入を担当している部署の責任者および担当者が出席する会議において、CSR監査の結果報告と監査
に関する勉強会を実施しています。また、勉強会ではCSR監査の委託先であるテュフ ラインランド ジャパン株式会社の監査責任者を招へいし、製造委託先の
工場がある国・地域に関する最新情報や法令について、具体的な事例を用いてご説明いただいています。

【社内】年度別 コンプライアンス研修 開催回数

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度※

実施回数 5回 6回  3回  1回  1回

参加人数 418人 2,090人  285人 231人  2,281人

※2024年度よりe-ラーニングの視聴対象を拡大して実施
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人権・経済関連団体との連携

　セブン＆アイ・ホールディングスは、人権・経済関連団体と連携し、サプライチェーンマネジメントに関する情報収集と情報発信に努めています。外部団体
であるグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）、および公益社団法人企業市民協議会（CBCC）に会員として参加しています。また、国際
協力機構（JICA）と一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン（ASSC）が共同で事務局を行う「責任ある外
国人労働者受入れプラットフォーム」にアドバイザリーグループ企業として参加しており、サプライチェーンを含めた外国人労働者の人権保護、適切な労働環
境・生活環境の整備を推進し、外国人労働者のディーセント・ワークを実現することで、多文化共生社会を目指しています。こうした取り組みの一環として、
2022年5月から一般社団法人JP-MIRAIが実施する「外国人労働者相談・救済パイロット事業」に参加しています。また、セブン＆アイ・ホールディングスの
執行役員が同法人の理事を務めています。

  主な活動：
・　 2023年2月：経済産業省中小企業庁より委託された公益財団法人人権教育啓発推進センター  
 　「CSR(企業の社会的責任）と人権セミナー」にパネラーとして登壇し、
  　セブン＆アイ・グループのCSRの取り組みを発表
・   2020年10月：GCNJシンポジウム2020 のパネルディスカッション「いのち・人から考える企業経営」に
      当社の取締役常務執行役員が登壇し、パネラーとして討論
・　2020年1月：公益社団法人 企業市民協議会（CBCC）が主催する
　 「サプライチェーンにおけるCSR推進に向けた課題に関する懇談会」 において情報共有を実施
・　2019年11月：日本経済団体連合会のOECD諮問委員会と企業行動・SDGs委員会、BIAC日本代表委員
　　OECD、EU、日本政府、ILOが共同主催する「アジアにおける持続可能なサプライチェーン実現に向けて
　　～責任ある企業行動のための国際協調の促進～」に参加し、情報収集を実施
・　2019年9月：グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）の
 　「基礎セミナー」 において、お取引先行動指針とCSR監査について説明

情報開示

　セブン＆アイ・ホールディングスは、健全なサプライチェーン構築に向け、お客様、お取引先様、投資家など、あらゆるステークホルダーに対し、適時・適
切な情報開示に努めています。CSR監査結果やサプライチェーンにおける課題について積極的に情報開示を行い、サプライチェーン全体の透明性を高めること
で、より安全・安心な商品をお客様に提供しています。

救済措置

　セブン＆アイ・ホールディングスは、お取引先様、サプライチェーンで働くステークホルダーを利用対象とした、通報窓口（お取引先専用ヘルプライン）を
設けています。CSR監査や通報を通じて人権侵害が認められた場合は、調査を実施した上で救済措置を行っています。

お取引先専用ヘルプライン（内部通報制度）

　お取引先専用ヘルプラインは、お取引先様の役員、従業員、元従業員が利用することができます。お取引先様向け説明会の中で、制度の紹介やリーフレット
の配布を通して周知を図っています。2024年度お取引先専用ヘルプラインへの通報は85件ありました。

「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」参加企業についてはこちら

内部通報制度の詳細はこちら
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社会インフラとしてのサービスの拡充

　株式会社セブン＆アイ・ホールディングスおよびその連結子会社（以下、「当社グループ」）は、地域行政や銀行の窓口、小売店舗などの減少によ
り、生活に不便を感じる方をサポートするために自治体と連携しながら不便を軽減するための公共サービスを提供しています。

自治体との連携を推進

　当社グループは、地域の活性化に向けて、各自治体と地産地消や高齢者支援、健康増進、環境保全など、幅広い分野で連携する「包括連携協定」の締
結を推進しています。また、通常の店舗営業時やお届けサービスの中で、高齢者などの異変を察知した際に自治体と連携して対応することや、認知症サ
ポーター養成への協力などの活動に関して自治体と連携する「見守り協定」の締結も推進しています。そのほか、「物資支援協定」を締結することで災
害時の迅速な地域支援に備えるとともに、可能な範囲で水道水やトイレ使用、周辺情報を提供する「帰宅困難者支援協定」の締結も進めています。

自治体との包括連携協定数（事業会社別）

  2021年2月末 2022年2月末 2023年2月末 2024年2月末  2025年2月末

セブン–イレブン・ジャパン 194 223 230 235  247 

イトーヨーカ堂 56 77 78 80  83 

ヨークベニマル 10 11 14 16  16 

デニーズジャパン 3 3 3 3  3 

グループ合計 263 314 325  334 349 

事業継続に向けた取り組みについてはこちら
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地域活性化に貢献する商品の発売

　当社グループでは、包括連携協定の締結を機会に各自治体と連携したさまざまな地域活性化の取り組みを進めています。
　例えば、セブン‐イレブン・ジャパンでは地元の味や食文化を大切にし、地域の食材を使用する「地産地消」に取り組んでいます。食材の産地と工場、
店舗それぞれの距離が近いコンビニエンスストアだからこそできる取り組みです。地域の食材を使用した商品を地元の工場で製造し、そのエリアの店舗
で販売することで、地域の原材料の継続的な調達や生産者の応援につなげています。同時に地産地消推進のための地域フェアを実施し、お客様やお取引
先様とともに地域社会の課題解決に貢献しています。
　また、イトーヨーカ堂、ヨークベニマルなどにおいても、地域商品の発売や地域の食材を使用したメニューの提案など、地域の魅力を発信していま
す。イトーヨーカ堂では、東京都大田区の小学生と協同で大田区の給食メニュー「たこぺったん」を商品化し、東京都内の一部店舗で販売しています。
また、行政との取り組みの一環として、千葉県八千代市の2店舗で地元の高校生が考案したパンを製造・販売するイベント「やちパン プロジェクト」に
参加し、2種のパンを販売しました。

東京都大田区の小学生と協同で商品化した「たこぺったん」(イトーヨーカ堂）

千葉県八千代市の高校生と考案したパン「やちパン」 （イトーヨーカ堂）

店舗内に選挙の投票所を設置

　イトーヨーカ堂は、市町村合併による投票所の減少や投票率の低下、さらに改正公職選挙法の施行で選挙権年齢が満18歳以上へ引き下げとなったこと
に伴い、投票率の向上を目指す自治体と連携して店舗内に投票所を無償で設置しています。有権者がよりアクセスしやすくなることで、お買物のついで
に活用いただいています。
　2024年度は、イトーヨーカドー20店舗で実施し、店内ポスターの掲示や店内放送で告知したほか、一部のお店では、投票証明書をお持ちいただいたお
客様に割引サービスなどを提供しました。従来から投票所を設置している店舗ではお客様の認知度も向上しており、「駅前にあるお店で投票できるのは
とても便利」「買い物ついでに投票できるのはありがたい」など、お褒めの言葉もいただいています。

イトーヨーカドー店舗内に設置した投票所

休日夜間も利用できるサービス

　近年、共働き世帯が増え、平日に金融機関で公共料金の支払いや、行政窓口での手続きが難しい方が増えています。そこでセブン‐イレブン・ジャパン
は、1987年に銀行の営業時間を気にせず、24時間いつでも支払いができる公共料金収納のレジ受付を開始しました。以来、公共料金のほか、NHK受信
料、国民年金保険料、各種税金など収納代行を拡充しているほか、マルチコピー機を利用した行政サービスや保険加入などにも対応しています。
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行政サービス（各種証明書発行）

　セブン‐イレブン・ジャパンでは、店舗内で「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「戸籍証明書」「戸籍附票の写し」「各種税証明書」などを取得でき
るサービスの拡充を進めています※。これらの証明書は土日祝日でも取得が可能で、2025年2月末時点で1,358の自治体が参加しています。

コンビニ交付参加自治体数

2022年2月末 2023年2月末 2024年2月末 2025年2月末 

917 1,052 1,256 1,358

保険加入と保険料支払いサービス

　セブン‐イレブン・ジャパンでは、店内のマルチコピー機で画面に氏名や住所などの必要情報を入力し、レジで保険料を支払うことで、24時間いつでも
簡単にバイク自賠責保険（原動機付自転車、車検不要の排気量250cc以下の二輪自動車対象）、自転車向け保険の加入、保険料の支払いができるサービス
を業界に先駆けて展開しています。2015年9月からは「1DAY保険」（1日単位の自動車保険）を、2018年4月からは必要な補償を必要な時にだけ受けら
れる商品「1DAYレジャー保険」を、さらに2020年6月からは「ガン保険」をセブン‐イレブン全店で販売しています。また、「ガン保険」を除き、2021
年9月よりWebで保険加入を申し込み後、マルチコピー機を介さずにレジで直接保険料を支払えるようにしています。

コピーやプリント、各種証明書発行、保険加入などもできるマルチコピー機

自転車シェアリング

　当社グループは、店舗敷地内の駐輪スペースを活用してシェア自転車の貸し出しや返却の拠点にする取り組みを進めています。 イトーヨーカ堂では
2018年6月から、デニーズは2018年9月から取り組みを開始しています。
　自転車シェアリングは、一定区域内にある複数のステーションのどこからでも乗ることができ、借りた場所ではなく最寄りのステーションに返却する
ことが可能です。交通機関が十分でないエリアでは、公共交通機関の補完として期待されており、インフラとしての役割を担っています。

シェア自転車台数（累計）

  2022年2月末 2023年2月末 2024年2月末  2025年2月末

イトーヨーカ堂 178台 242台 242台  237台 

デニーズジャパン 42台 42台 42台  234台 

マイナンバーカード、スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン、住民基本台帳カード（住基カード）が利用できます。※

サービス内容は自治体によって異なります。※
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